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義務化直前！ 部下指導を恐れない
パワーハラスメント対策セミナー

認定支援機関上岡ひとみ・株式会社イノベーションコンサルティング・上岡ひとみ経営労務研究所

講 師 上岡ひとみ経営労務研究所
（株）イノベーションコンサルティング

経営コンサルタント 特定社会保険労務士 上岡 ひとみ



講師紹介

社会保険労務士として活動する傍ら、事業承継、補助金など、コンサルティングメニューを充実させて今に至る。
得意分野は、労務相談・トラブル対応・助成金補助金。顧問先は、鹿児島を中心とした九州一円に200件を超える。職
員15名とともに企業の業績向上の「伴走者」として、活躍している。

趣味は、温泉とゴルフ
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特定社会保険労務士 上岡 ひとみ

＜ プロフィール ＞

主な役職 ： 商工会議所・商工会エキスパート登録

鹿児島県農業経営専門家登録

平成16年 11月 「いぶすき労務管理事務所」開設

平成24年 10月 株式会社イノベーションコンサルティング 設立

平成27年 3月 鹿児島の社労士事務所初の「認定支援機関」に認定

令和 2年 9月 「上岡ひとみ経営労務研究所」に事務所名変更

人事・労務を得意分野とし、企業の業績向上の「伴走者」 !

株式会社イノベーションコンサルティング 代表取締役
上岡ひとみ経営労務研究所 代表

経営コンサルタント



４者間の認識が大切
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経営者

管理者
従業員

風通しの良い
組織風土

アクションの確認

企業



１７億円のＮＡＳＡのハップル宇宙望遠鏡
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・１９９０年打ち上げ

・１５年の歳月

・数千人のプロジェクト

・望遠鏡の開発に携わった業者は・・・



コマツの名経営者・板根正弘氏
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・報告書の最初に「ＢＡＤニュース」

（鍵）

・コムトラックス（ＧＰＳ）

・中国市場の変調を予測

・ＧＰＳ+ＢＡＤニュースで損害を予防



正しい経営判断を行うために
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正しい報告が

素早く上がってくる

組織作りを目指しましょう！
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セミナーゴール
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ハラスメント防止法
法改正の内容が理解できる

経営者・管理者・従業員、それぞれ、
何に取り組めばよいかが理解できる

法改正に向けて、準備することが理解できる



義務化直前！ 部下指導を恐れない
パワーハラスメント対策セミナー
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Ⅰ.そもそもハラスメントとは何か？
Ⅱ.ハラスメント防止法の改正内容
Ⅲ.企業が準備しておくこと
Ⅳ.管理者のアクション
Ⅴ.従業員のアクション
Ⅵ.経営者のアクション
Ⅶ.まとめ
参考.ハラスメントリスクチェック表
参考.パワハラ防止宣言例（意識の共有化）
参考.裁判例



Ⅰ. そもそもハラスメント
とは何か？
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Ⅰ.会社で起こりえるハラスメントの例
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過去３年間のハラスメントの相談傾向
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パワハラ対策による効果
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パワハラとセクハラの意識の差
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何がパワハラかという、意識の統一

被害者の意識 加害者の意識

セクハラ 嫌だと思うこと 自覚あり

パワハラ 嫌だと思うこと
≠

パワハラでなくても嫌
なことはある

自覚なし



裁判例で具体的に理解しよう
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原告は週１回Ｅ主査に業務報告をしたが、原告の業務の進捗状況等について厳し
いフォローをし、原告の作成した報告書には「followシートいつできる」、「同
じことを何度もやるな」などの書込みや、口頭での厳しい叱責があった。同年１
１月１５日の会議の席上、Ｅ主査は原告に対し、参加者全員の前で、「もうＤ社
に帰っていいよ。使い物にならない人はうちはいらないから」と言い、一生懸命
に仕事をしているのに自分がＤ社社員であることから叱られたと衝撃を受けた原
告は、翌日から２日間会社を休んだ。また、同年１２月、原告は主担当員に対し、
現在の負荷は自分一人では対応できない旨伝えたが、主担当員は、原告の能力が
ないということか、他のグループの人はそれくらい抱えてやっている、今は人が
いないからやれるだけやってくれと伝えた。

裁判所の見解
期限に間に合わないという事実がある以上、叱責する正当な理由がある。
「使い物にならない・・・」という発言は、パワハラと評価されても仕方がない



Ⅱ.パワハラ防止法
改正内容
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参考 セクハラ防止強化
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パワーハラスメントの３つ定義
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パワハラ類型
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パワハラを防止するために講ずべき措置①
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平成 30 年３月にとりまとめられた「職場のパワーハラスメントについての検討
会」報告書の中においての例示



パワハラを防止するために講ずべき措置②
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Ⅲ. 企業が準備しておくこと
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企業が準備しておくこと①
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企業が準備しておくこと②
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防止対策スケジュール例
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４者間の認識が大切
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経営者

管理者
従業員

風通しの良い
組織風土

アクションの確認

企業

＜再掲＞



Ⅳ.管理者のアクション
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もしも加害者になってしまったら…
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社内での処分
懲罰規定（就業規則）：「減給」「降格」「けん責」「出勤停止」

「諭旨解雇」「懲戒解雇」等

民事上の責任として損害賠償を請求される
民事上の責任：（行為者には）民法709条の不法行為責任

（会社には） 民法415条の債務不履行責任（安全配慮義務違反）
民法715条の使用者責任

刑事罰に課せられる
刑事罰：名誉棄損、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪等
⇒そして、社会的信用、社会的地位を失う。自身の家庭が崩壊する。
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管理職のマネジメントの問題
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① 信頼関係の構築

② 双方向のコミュニケーション

③ 相談しやすい職場づくり

相 談 指 導



管理者に対するパワハラ研修の一例
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① 部下のプライベートに立ち入れる範囲
② アンガーマネージメント
③ 傾聴のスキル
④ 部下指導とパワハラの違いを考える
⑤ もしもパワハラが起こしてしまったら

会社の責任・公的な責任など
⑥ 双方向コミュニケーション
⑦ パワハラの報告があったときの具体的な対応

など



Ⅴ. 従業員のアクション
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指導とパワハラの違いを知っておく

認定支援機関上岡ひとみ・株式会社イノベーションコンサルティング・上岡ひとみ経営労務研究所 33

間違えたら、叱られるのは当然

意に染まない評価や、人事異動もありうる

社内で、上司と部下に共通認識を



従業員に対するパワハラ研修の一例
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① ケーススタディで、
指導とパワハラの違いを考える

② パワハラは、部下から上司も起こりうる
③ 取引先へのパワハラ
④ パワハラも含む、会社の服務規律
⑤ パワハラを起こしてしまったときの

会社の責任・公的な責任など
⑥ パワハラの相談窓口
⑦ 不利益な取り扱いがないことの周知 など



Ⅵ.経営者のアクション
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経営者のアクション
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① 上方向の情報伝達を促す

② パワハラは、
「断固許さない」というメッセージを発する

③ 管理職を委縮させない

④ 管理者が相談指導できる体制づくりの援助

⑤ 管理職も人間。管理職の悩みを聞く



Ⅶ.まとめ
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繰り返しの周知



セミナーゴール＜再掲＞
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ハラスメント防止法
法改正の内容が理解できる

経営者・管理者・従業員、それぞれ、
何に取り組めばよいかが理解できる

法改正に向けて、準備することが理解できる



いかがでしたか？

□ 内容については、ご理解いただけましたか？

□ 気になることはありませんか？

□ 30分 無料相談会も実施しております

COPYRIGHT 2018-2021 上岡ひとみ経営労務研究所・株式会社イノベーションコンサルティング・認定支援機
関 上岡ひとみ ALL RIGHTS RESERVED

ＱＲコードより、本日のアンケートにご協力ください。

（所要時間は1分程度です）

アンケートのURL https://forms.gle/3mQEsX452m3eQTeBA

アンケートにお答えいただいた方に

本日のプレゼン資料を差し上げます。

（後ほど、メールにて、送付させていただきます）

■

https://forms.gle/3mQEsX452m3eQTeBA


当事務所が提供するサポート内容
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メニュー 内容 成果物 料金

1.就業規則の改訂
・職場における
パワハラ防止の明確化

・罰則等の規定

・就業規則ｏｒ
・ハラスメント
規程

就業規則全部改訂
１５０，０００円（10人未満）
３５０，０００円（10人以上）
※福祉系、トラック運送業 ＋50,000円

ハラスメント規程のみ５０，０００円

2.相談体制の整備
・相談窓口の設置
・従業員への周知
・調査体制の整備

・相談対応書式
・調査フォーム

１２０，０００～２００，０００

3.外部相談窓口
・外部の相談窓口として
ハラスメントに関する
相談をお受けいたします

・相談QRカー
ド

従業員1人
200円/月

（税込 220円）

4.ハラスメント
対策研修

・ハラスメントにならない
コミュニケーション手法
の習得

・受講者演習

・研修テキスト

上司：５０，０００円
（税込 55,000円）
一般：５０，０００円
（税込 55,000円）



気になることは
お気軽にご連絡ください
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弊所ホームページ☛

上岡ひとみ経営労務研究所

代表 上岡 ひとみ

ＴＥＬ：０９９３－２４－３１２８

Chatwork ID：243128

（株）イノベーションコンサルティング

ＴＥＬ：０９９－８１３－８３７８

就業規則の改訂
ハラスメント研修の御相談はお気軽に
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参考：パワハラ（管理者用）セルフチェック表

項 項目 Yes No

1 厳しい指導が本人の為になると思っている

2 「バカヤロー」は、パワハラではないと考えている

3 部下の能力を超える業務を与えている

4 人前や「to all」形式のメールで、特定の個人を叱責
している

5 能力より過小な業務を与えている

6 特定の個人を無視している（または軽視する指示）

7 部下の間違いが許せずに、机をたたくなどの行為を
したことがある

8 取引先に対して、過剰な要求を強要したことがある

9 「叱責」と「人格否定」の区別が理解できない

10 部下に対して、飲食の強要をしたことがある

11 部下の同じミスを何度も、叱責を繰り返したことが
ある



参考：トップからのメッセージ例
～事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 ～
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○○年度職場のパワーハラスメント防止に向けた取組について

法律の改正により、ハラスメントの防止が義務化されました。

わが社では、法律だから、取り組むのではなく、より働きやすい職場環境を目指して、パワーハラス

メントを断固として許しません。

パワーハラスメントは、人権にかかわるものであり、相手の名誉や尊厳を傷つけるばかりか、職場の

環境も悪化させる問題です。そういったパワーハラスメントを発生させないために、当社は、皆さん

にパワーハラスメントに関する知識を学んでもらい、より安全で快適な職場づくりを目指します。

ハラスメントの行為があれば、すぐに上司に相談してください。上司に相談しにくい場合は、直接私

に（社内の相談窓口に）相談してください。よりよい職場づくりを目指し、一緒に、取組を進めてい

きましょう。 ○○年○月○日代表取締役社長□□□□


